
 

 

 

 

 

大阪修繕車両所における 

「Z27 編成の速度計取替作業」に関する申し入れ！ 

（ＪＲ東海労幹関西地「申」第４８号） 

                   

4 月１2 日、東京車両所で同 Z27 編成１６号車運転台速度計の取替作業が行われた。

続く４月１５日には大阪修繕車両所において Z27 編成 1 号車運転台速度計の取替作業が

行われた。 

4 月 12 日の作業は 16 号車運転台速度計の表示不良等が発生したため取り替えられた

と聞いている。その数日後に 1 号車運転台速度計が取り替えられたことから、取り付けに

際して施工不良等、何らかの重大な問題が発生したのは明らかである。 

しかし大阪修繕車両所の現場では、会社から何ら具体的な事象（故障内容、取り替え理

由）等について何ら明らかにされていない。 

よって、以下のとおり申し入れるので、労使協議の場を設定すること。 

 

記 

 

１．4 月１２日の Z２７編成１６号車運転台速度計取り替え作業に至るまでの車両の運行

履歴、修繕履歴等を明らかにすること。 

２．４月１２日の Z27 編成１６号車運転台速度計の取り替え作業の原因となった故障内

容及び事実経過、実際の速度計の状態等を時系列で明らかにすること。 

３．４月１５日に大阪修繕車両所で Z27 編成１号車運転台速度計の取り替えを行ってい

るが、取り替えの理由を明らかにすること。 

４．運転台の速度計等が非表示だったと聞き及ぶが、どの時点で発生したのか、また、運

転台における現象等を全て明らかにすること。 

５．運転に必要とする重要な運転台パネルの表示・信号、計器、灯類等が非表示となった

場合でも、本線上を営業運転しても安全上問題がないのか見解を明らかにすること。 

６．速度計は新幹線が走行する上で大変重要な機器だと考えるが、運転整備時及び走行中    

  に速度計に異常が認められた場合は、どのような措置を行うように定められているの

か明らかにすること。 

７．Z２７編成以外にも同様の事象が発生していないのか明らかにすること。 

  また、７００系・N７００系でも同様の故障が起こりうるのか明らかにすること。 

８．今回の事象発生に鑑み今後どのような対策等を立てているのか。また、対策をどのよ

うに実施する計画なのか明らかにすること。 

以上 
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